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ケアチーム

・日常的個別指導・相談
・支援困難事例等への指導・助言
・地域でのケアマネジャーのネット
ワークの構築
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地域包括支援センター（地域包括ケアシステム）のイメージ

・アセスメントの実施
↓

・プランの策定
↓

・事業者による事業実施
↓

・再アセスメント
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主治医

多職種協働・連携の実現支援

連携

行政機関、保健所、医療機関、児童相

談所など必要なサービスにつなぐ

多面的（制度横断的）支援の展開

介護サービス

成年後見制度

地域権利擁護

医療サービス ヘルスサービス
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支援事業

地域医師会、福祉
関係団体、介護支
援専門員等の職能

団体

利用者、被保険者（老人クラブ等）介護保険サービスの関係者

ＮＰＯ等の地域サー
ビスの関係者

権利擁護・相談を担う関係者

主任ケア
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地域包括支援センター
運営協議会

介護予防ケアマネジメント事業

・センターの運営支援、評価 ・中立性の確保
・地域資源のネットワーク化 ・人材確保支援

保健師等

社会福祉士等

介護相談員

チームアプローチ

虐待防止・早期発見、権利擁護

居宅介護支援
事業所

⇒市区町村ごとに設置
（市区町村が事務局）

包括的支援事業の円滑な実
施、センターの中立性・公正
性の確保の観点から、地域
の実情を踏まえ、選定。 ２

１ 設置目的

地域包括支援センター（以下「センター」）は、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定
のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的
に支援することを目的として、包括的支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う
中核機関として設置。

地域包括支援センターの取組状況



２ 事業内容（センターと指定介護予防支援事業者）
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地域包括支援センター

総合相談支援事業

権利擁護事業

指定介護予防支援事業者

介護予防事業に関する
ケアマネジメント事業

包括的支援
事業

３

市町村が設置（委託も可）するセンターにおいて、高齢
者が地域で安心してその人らしい生活を継続していくこ
とができるよう、地域における関係者とのネットワークを
構築するとともに、高齢者の心身の状況や生活の実態、
必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、地域におけ
る適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度につ
なげる等の支援を実施。



４ 設置数
※平成１９年４月末現在、保険者数１，６７０保険者

○ センター設置数 ３，８３１箇 所

○ 設置保険者数 １，６４０保険者(98.2%)

○ 未設置保険者数 ３０保険者

３ 設置、運営

○ 平成２０年４月から本格施行。

※ センターの設置については、介護保険法の一部改正に伴う経過措置により、平成１８年４月１日から

平成２０年４月１日までの２年間で設置。

○ 設置主体は、市町村。ただし、老人介護支援センターの設置者その他厚生労働省令で定

める者に委託可能。

※ 未設置保険者の有する都道県に対して、全国会議や事務連絡により、設置の支援を要請。

４



１ 総合相談支援業務の内容
① 地域におけるネットワーク構築

センターは、支援を必要とする高齢者を見い出し、保健・医療・福祉サービスをはじめとする適切な支援につなぎ、継続的な見守りを行い、
更なる問題の発生を防止するため、地域における様々な関係者のネットワークの構築を図る。

② 実態把握

総合相談支援業務を適切に行う前提として、①のネットワークを活用する他、様々な社会資源との連携、高齢者世帯への戸別訪問、同
居していない家族や近隣住民からの情報収集等により、高齢者の心身の状況や家族の状況等についての実態把握を行う。

③ 総合相談支援

ア 初期段階での相談対応

・ 本人、家族、近隣住民、地域ネットワーク等を通じた様々な相談を受けて、的確な状況把握等を行い、専門的・継続的な関与又は緊急

の対応が必要かどうかを判断。

・ 適切な情報提供を行うことにより相談者自身が解決することができると判断した場合には、相談内容に即したサービス又は制度に関

する情報提供、関係機関の紹介等を実施。

イ 専門的・継続的な相談支援

・ 初期段階の相談対応で、専門的・継続的な関与又は緊急の対応が必要と判断した場合には、当事者への訪問、当事者に関わる様々

な関係者からのより詳細な情報提供を行い、当事者に関する課題を明確にし、個別の支援計画を策定。

・ 支援計画に基づき、適切なサービスや制度につなぐとともに、当事者や当該関係機関から、定期的に情報収集を行い、期待された効

果の有無を確認。

センターにおける総合相談支援業務

＜「地域包括支援センター業務マニュアル」より＞

５

２ 総合相談の実施状況

○ 平成１８年度相談実施件数（のべ件数） 約 ５５３万件

・ 介護保険その他の保健福祉サービスに関すること 約 ５４０万件 （９８％）

（介護保険利用、住宅改修等）

・ 権利擁護（成年後見制度等）に関すること 約 ７万件 （１％）

・ 高齢者虐待に関すること 約 ６万件 （１％）

※平成１８年度地域支援事業交付金の事業実績報告より


